
ものづくり・商業・サービス革新事業 公募要領 修正箇所 

 

平成２６年２月２６日版（修正後） 平成２６年２月１７日版（修正前） 

公募要領Ｐ５ 

【革新的サービス】 

（１）変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）どのように他社と差別化し競争力を強

化するかを明記した事業計画を作り、そ

の実効性について認定支援機関の確認を

受けていること（２２ページの「認定支

援機関について」を参照してください。）。 

 

 

 

公募要領Ｐ１７ 

【計画書等の綴じ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募要領Ｐ５ 

【革新的サービス】 

（１）革新的な役務提供等を行う、３～５年

の事業計画で「付加価値額注.」年率３％

及び「経常利益」年率１％の向上を達成

する計画であること。（中小企業の新た

な事業活動の促進に関する基本方針（平

成１７年５月２日）第２ ２ ニ に準じ

ます。） 

注．付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

（２）どのように他社と差別化し競争力を強

化するかを明記した事業計画を作り、そ

の実効性について認定支援機関により

確認されていること。（２２ページの「認

定支援機関について」を参照してくださ

い。） 

 

公募要領Ｐ１７ 

【計画書等の綴じ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他 

・ 等 

（任意様式） 

・  

１部 

  その他 

・  

・  

１部 



 

公募要領Ｐ１３ 

３．対象類型 

ａ．【ものづくり技術】又は【革新的サービ

ス】のいずれか当てはまる方を記入してくだ

さい。 

ｂ．【ものづくり技術】に記入される方は、

「中小ものづくり高度化法」の１１分野で当

てはまる技術に☑を付してください。（２３

ページの「『ものづくり高度化法』について」） 

ｃ．【ものづくり技術】に記入される方で、

「『中小企業のものづくり基盤技術の高度化

に関する法律』の法認定を受けている。」に

☑を付した方は、認定書の写しを証拠書類と

して添付してください。 

ｄ．【革新的サービス】に記入される方は、

「申請時に有効な経営革新計画の承認を受け

ている」又は「経営革新計画の承認を受けて

いない」のいずれかに☑を付してください。

また、「申請時に有効な経営革新計画の承認

を受けている」に☑を付した方は、承認書の

写し及び「経営革新計画に係る承認申請書」

の別表１「経営革新計画」から別表５「設備

投資計画（経営革新計画に係るもの）」まで

を証拠書類として添付してください。 

公募要領Ｐ１３ 

３．対象類型 

ａ．【ものづくり技術】又は【革新的サービ

ス】のいずれか当てはまる方を記入してくだ

さい。 

ｂ．【ものづくり技術】に記入される方は、

「中小ものづくり高度化法」の１１分野で当

てはまる技術に☑を付してください。（２３

ページの「『ものづくり高度化法』について」） 

ｃ．【ものづくり技術】に記入される方で、

「『中小企業のものづくり基盤技術の高度化

に関する法律』の法認定を受けている。」に

☑を付した方は、認定書の写しを証拠書類と

して添付してください。 

ｄ．【革新的サービス】に記入される方は、

「申請時に有効な経営革新計画の承認を受

けている」又は「経営革新計画の承認を受け

ていない」のいずれかに☑を付してくださ

い。また、「申請時に有効な経営革新計画の

承認を受けている」に☑を付した方は、承認

書の写しを証拠書類として添付してくださ

い。 

 

 

＜提出書類チェックシート＞ 

表中 下段８段目 

□会社案内等事業概要の確認ができるパンフ

レット等（様式は任意） 

＜提出書類チェックシート＞ 

表中 下段８段目 

□会社案内等事業概要の確認ができるパン

フレット等（任意） 

＜提出書類チェックシート＞ 

【革新的なサービス】で申請をされ 

１．「中小企業の新たな事業活動の促進に

関する基本方針」に基づく経営革新計画の

承認を受けた承認書及び「経営革新計画に

係る承認申請書」の別表１「経営革新計画」

から別表５「設備投資計画（経営革新計画

に係るもの）」まで 

 （「申請時に有効な経営革新計画の承認

を受けている。」に☑を付した方のみ） 

＜提出書類チェックシート＞ 

【革新的なサービス】で申請をされ 

１．「中小企業の新たな事業活動の促進

に関する基本方針」に基づく経営革新計

画の承認を受けた承認書 

 

 

 （「申請時に有効な経営革新計画の承

認を受けている。」に☑を付した方のみ） 


